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■ 

暑
中
見
舞
い
名
刺
広
告
募
集
中
止
の

お
知
ら
せ

　

群
馬
県
中
央
会

　

多
数
の
組
合
に
ご
協
力
い
た
だ
き
、
例

年
本
誌
８
月
号
に
掲
載
し
て
い
る
「
暑
中

見
舞
い
名
刺
広
告
」
で
す
が
、
新
型
コ
ロ

ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
拡
大
に
伴
い
経
済

が
停
滞
し
て
い
る
現
状
を
鑑
み
、
今
回

は
募
集
を
中
止
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

ご
理
解
の
ほ
ど
よ
ろ
し
く
お
願
い
い

た
し
ま
す
。

※
詳
細
は
、
本
会
業
務
課
ま
で
。

■
本
会
メ
ー
ル
マ
ガ
ジ
ン
に
つ
い
て

群
馬
県
中
央
会

　

本
会
で
は
、「
中
央
会
メ
ー
ル
マ
ガ
ジ

ン
」
の
配
信
希
望
者
を
随
時
受
け
付
け

て
お
り
ま
す
。
昨
今
の
新
型
コ
ロ
ナ
ウ

イ
ル
ス
感
染
症
対
策
の
情
報
を
は
じ
め
、

中
小
企
業
や
中
小
企
業
組
合
に
と
っ
て

有
益
な
情
報
を
提
供
し
て
お
り
ま
す
の

で
、
是
非
と
も
ご
登
録
く
だ
さ
い
。

︻
登
録
方
法
︼

　

組
合
担
当
者
を
通
じ
て
お
申
込
み
い

た
だ
く
か
、
本
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
記
載

の
代
表
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
宛
に
配
信
希

望
の
メ
ー
ル
を
送
信
く
だ
さ
い
。

商
工
中
金
金
融
相
談
所
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

◆
前
橋
支
店

　

・
午
前
10
時
〜
午
後
３
時

◆
太
田
商
工
会
議
所

　

６
月
17
日

　

・
午
後
１
時
〜
午
後
２
時

編
集

後
記

◆
「
中
小
企
業
ぐ
ん
ま
」
担
当
課
職
員
が

交
代
で
書
い
て
い
る
「
編
集
後
記
」。
今
月

号
の
担
当
と
な
っ
た
た
め
、
昨
年
の
「
編

集
後
記
」
を
見
直
し
て
み
る
と
、
昨
年
の

６
月
号
も
担
当
し
て
お
り
、
次
の
よ
う
に

記
述
し
て
あ
り
ま
し
た
。

◆
「
先
月
、
多
く
の
組
合
に
て
通
常
総
会

が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
今
年
は
、
５
月
に

『
平
成
』
か
ら
『
令
和
』
へ
の
改
元
が
あ
り
、

さ
ら
に
、
ゴ
ー
ル
デ
ン
ウ
ィ
ー
ク
が
10
連

休
と
、
３
月
末
か
ら
総
会
開
催
ま
で
の
ス

ケ
ジ
ュ
ー
ル
が
タ
イ
ト
に
な
っ
て
し
ま
い
、

例
年
以
上
に
総
会
開
催
の
準
備
に
ご
苦
労

さ
れ
た
組
合
が
多
か
っ
た
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
？
本
会
役
職
員
も
多
く
の
組
合

の
総
会
に
出
席
さ
せ
て
い
た
だ
き
、
そ
れ

ぞ
れ
の
業
界
、
組
合
運
営
の
状
況
を
お
聞

き
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。」（
一
部
抜

粋
）

◆
今
年
は
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

の
影
響
に
よ
り
、
昨
年
と
は
状
況
が
一
変
。

感
染
症
の
拡
大
防
止
の
た
め
、
一
つ
の
空

間
に
多
く
の
人
が
集
ま
る
こ
と
を
避
け
る

よ
う
求
め
ら
れ
る
状
況
と
な
り
ま
し
た
。

本
会
に
も
総
会
の
開
催
・
運
営
方
法
な
ど

に
つ
い
て
多
数
の
お
問
い
合
わ
せ
が
あ
り

ま
し
た
。
委
任
状
や
書
面
議
決
書
を
最
大

限
活
用
し
た
総
会
開
催
の
方
法
な
ど
に
つ

い
て
説
明
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
と
こ
ろ
で

す
。
総
会
・
理
事
会
議
事
録
の
作
成
な
ど
、

総
会
終
了
後
の
諸
手
続
き
に
関
し
て
、
例

年
ど
お
り
と
は
い
か
な
い
場
合
も
あ
り
ま

す
の
で
、
ご
不
明
な
点
は
本
会
ま
で
ご
相

談
く
だ
さ
い
。

◆
ま
た
、
本
会
の
第
64
回
通
常
総
会
に
つ

き
ま
し
て
も
、
会
員
の
皆
様
に
は
、
書
面

議
決
書
で
の
議
決
権
の
行
使
を
お
願
い
し

ま
し
た
。
ご
協
力
い
た
だ
き
ま
し
て
厚
く

お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

（
Ｋ
・
Ｈ
）

■
保
証
に
関
す
る
民
法
の
改
正
に
つ
い
て

法
務
省

　

本
年
４
月
１
日
の
民
法
改
正
に
よ
り
、

保
証
に
関
す
る
ル
ー
ル
が
変
更
さ
れ
ま

し
た
。
金
融
事
業
を
実
施
し
て
い
る
組

合
は
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

︿
変
更
﹀

○ 

極
度
額︵
上
限
額
︶
の
定
め
の
な
い
個

人
の
根
保
証
契
約
は
無
効

※ 

保
証
人
が
支
払
い
の
責
任
を
負
う
金

額
の
上
限
を
定
め
な
け
れ
ば
、
保
証

契
約
は
無
効
と
な
り
ま
す
。

︿
新
設
﹀

○ 
公
証
人
に
よ
る
保
証
意
思
確
認
手
続

が
必
要

※ 

個
人
が
保
証
人
に
な
ろ
う
と
す
る
場

合
に
は
、
公
証
人
に
よ
る
保
証
意
思

の
確
認
を
経
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
意

思
確
認
の
手
続
き
を
経
ず
に
締
結
し

た
保
証
契
約
は
無
効
と
な
り
ま
す
。

な
お
、
保
証
人
が
主
債
務
者
の
事
業

と
関
係
の
深
い
場
合
、
意
思
確
認
は

不
要
で
す
。

○
情
報
提
供
義
務

※ 

主
債
務
者
は
保
証
人
に
な
る
か
ど
う

か
の
判
断
に
資
す
る
情
報
と
し
て
、

①
主
債
務
者
の
財
産
や
収
支
の
状
況
、

②
主
債
務
以
外
の
債
務
の
金
額
や
履

行
状
況
等
に
関
す
る
情
報
を
提
供
し

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

※ 

詳
細
は
、
法
務
省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を

ご
覧
く
だ
さ
い
。

■ 

令
和
２
年
度
全
国
安
全
週
間
の
実
施
に

つ
い
て

厚
生
労
働
省

　

厚
生
労
働
省
で
は
、「
産
業
界
で
の
自

主
的
な
労
働
災
害
防
止
活
動
を
推
進
し
、

広
く
一
般
の
安
全
意
識
の
高
揚
と
安
全

活
動
の
定
着
を
図
る
こ
と
」
を
目
的
に
、

全
国
安
全
週
間
を
主
唱
し
て
い
ま
す
。

　

今
年
度
は
、
次
の
と
お
り
実
施
し
ま

す
。

︿
準
備
期
間
﹀
６
月
１
日
〜
30
日

︿
本
週
間
﹀
７
月
１
日
〜
７
日

︿
ス
ロ
ー
ガ
ン
﹀

　
「
エ
イ
ジ
フ
レ
ン
ド
リ
ー
職
場
へ
！

　
　

み
ん
な
で
改
善　

リ
ス
ク
の
低
減
」

※ 

詳
細
は
、
群
馬
労
働
局
ま
で
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。


